
「リサーチ・アドミニストレーターを
育成・確保するシステムの整備」

リサーチ・アドミニストレーター推進室



○平成２３年度時点で、各大学では研究企画競争的資金の申請書類の作成支援など研究関連業務に携わる専門職

をＵＲＡとし、人事制度構築及び雇用が始まりつつあった。

○本学の教員のうち約６５％が過去５年間の範囲で研究時間が「大きく減少した」と回答。

○研究時間減少の理由として、約７３％の教員が「管理運営に関する業務の増大」を挙げている。

また、６割以上の教員が、「競争的資金などの申請書類の作成」、「支援スタッフの不足」を挙げている。

1. 平成23年度以前の本学の現状と課題1. 平成23年度以前の本学の現状と課題 1/11



2. 本事業における本学の目標設定2. 本事業における本学の目標設定

ＵＲＡ配置の条件付学内公募により、
各研究拠点等における研究マネジメン
ト業務の研究者からＵＲＡへの分離を

誘導

配置されたＵＲＡによるマネジメン
ト業務の試行実績を定期的に本部で
集約の上、分析・検討を行い、業務

内容の標準化等を推進

こうした取組の成果を踏まえつつ、
事務系職員と有期雇用教職員それ
ぞれの特性を活かしたＵＲＡの体
制整備やキャリアパスの確立等に
必要な人事制度改革等を推進

年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

目標 ・URAを配置する
研究拠点等を採択

・事業を推進する体制
を確立

（ＵＲＡ推進室）

・取り組みの成果の
中間まとめ

・人事制度等の検討に
着手

・各種制度整備の推進 ・関係規則整備
・ＵＲＡの知識・技能の
体系化

・人事異動の見直しの
具体方法の検討

・研修の試行実施

・専門研修の拡大

・資格試験の試行実施

・人事異動等の見直し・
運用開始

事業
内容

・URAを配置する研
究拠点等を学内募集

・URAを学内外から
広く公募

・URAの業務の在り方
を把握、整備・分析
する体制を本部に構築

・各拠点でURAの業務領
域の確立のための取り
組みに着手

・URA業務の在り方
の整理分析を本部で
進め、中間まとめを
実施

・人事制度等の検討

・URAの職種・職域に向
けた人事制度等の具体
的な整備

・各拠点での新たな制度
の導入を前提とした、
現場におけるＵＲＡ業
務の試行

・事業終了後の効果的な
研究マネジメント体制
の検討

・ＵＲＡ関係規則案作成

・知識・技能の体系化

・ＵＲＡ研修内容の策定

・人事異動等の見直し

・ＵＲＡ研修の試行実施

・ＵＲＡ制度の学内周知

・ＵＲＡ研修の拡充

・ＵＲＡ認定の試行実施

・新たな人事制度の開始

年度別目標及び事業内容

本学の設定目標

目標① 目標② 目標③
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3-1. 本事業による本学の取組状況・達成状況
-全体像-

3-1. 本事業による本学の取組状況・達成状況
-全体像-

H23 H24 H26H25 H27 H28 H29

ＵＲＡ配置の条件付学内
公募により、各研究拠点
等における研究マネジメ
ント業務の研究者からＵ
ＲＡへの分離を誘導

研究支援体制整備事業

配置されたＵＲＡによる
マネジメント業務の試行
実績を定期的に本部で集
約の上、分析・検討を行
い、業務内容の標準化等

を推進

こうした取組の成果を踏
まえつつ、事務系職員と
有期雇用教職員それぞれ
の特性を活かしたＵＲＡ
の体制整備やキャリアパ
スの確立等に必要な人事
制度改革等を推進

ＵＲＡ組織体制整備構想の達成状況について

ＵＲＡ職務環境等整備の達成状況について

ＵＲＡシステムの定着・運営の安定化に関する取組の達成状況について

基本方針

推進室設置

部局における
ＵＲＡの配置

試行実施

制度構築
試行実施

定義

専門職の検討

本部ＵＲＡ配置

スキル標準

専門人材
活用ＷＧ

プロボスト
フォーラム

ＵＲＡセミナー 広報誌 発行

実施方針

本格実施

本格実施

研修制度 検討

ＵＲＡ業務の整理

認定制度 検討

人事制度
整備

人事制度
開始

目
標
①

第１期 第２期 事業期間終了後

目
標
②

目
標
③

基盤構築
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3-2. 本事業による本学の取組状況・達成状況
-ＵＲＡ組織体制整備-

3-2. 本事業による本学の取組状況・達成状況
-ＵＲＡ組織体制整備-

東京大学リサーチ・アドミニストレーター制度に関する基本方針
（平成２６年３月 役員会議決）

ＵＲＡ制度整備に向けた基盤の構築

URAの学内資格の構築

URA業務を行う者の知識・ノウハウ等の体系化

URA向けの専門研修の構築

優れた有期雇用のURAによる継続的な支援

URAの業務を行う常勤職員の適切な人事配置

具体的なURA 制度等の検討及び整備を行うことを目的に、本学が講ずべき基本的な事項を、以下の５つに集約した。

【ミッション】
「東京大学リサーチ・アドミニストレーター制度に関する実施方針」に基づき、
学内関係部局との連携のもと、本制度を戦略的に推進し、もって本学の研究
力強化に資することを目的とする。

【アクション】
(1) リサーチ・アドミニストレーターの認定・研修に関すること。
(2) リサーチ・アドミニストレーター制度に関する企画立案、

運営及び調整に関すること。
(3) その他前条の目的を達成するために必要な事項に関すること。

【構成】
（室長） 研究担当理事・副学長
（副室長）大学執行役・副学長
（室員） 総長補佐（教員）、部課長（研究推進部、人事部）

ＵＲＡ認定制度

ＵＲＡ研修制度

専門的人材制度

ＵＲＡの運用体制

リサーチ・アドミニストレーター推進室（本部） ＵＲＡの配置（部局）

総合文化研究科
研究戦略室

工学系研究科
学術戦略室

宇宙線研究所
研究サポート室

生産技術研究所
リサーチ・マネジメント

・オフィス

物性研究所
研究戦略室

理学系研究科
研究支援総括室

医学部附属病院
TR戦略・推進室

カブリＩＰＭＵ
研究戦略室

各部局の研究戦略に則し、
ＵＲＡを配置した研究戦略部門を設置

全学に向けたリサーチ・アドミニストレーター制度の
推進母体として、平成２４年４月に設置
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3-3. 本事業による本学の取組状況・達成状況
-ＵＲＡ職務環境等の整備-

3-3. 本事業による本学の取組状況・達成状況
-ＵＲＡ職務環境等の整備-

本学において、URAとは、総合大学である本学の学術研究
に係る諸活動を幅広く推進し、学術研究を安定的かつ継続的に
進展させることを目的として、高度な専門性を持って、次の各
号に定める業務を主体的に行う能力を有する者である。

・本学の学術研究に関わる調査・分析並びに企画立案業務

・研究資金獲得に向けた調査、企画立案、内外折衝、申請等の
業務

・研究資金獲得後の研究に関わる管理運営、評価、内外折衝、
報告等の業務

・その他前各号の業務に関連する業務

抜粋：東京大学リサーチ・アドミニストレーター制度に関する実施方針

スキル標準の策定 ＵＲＡの定義

ＵＲＡ研修制度の構築 ＵＲＡ認定制度の構築

URA
認定 シニア

URA
認定

URA認定者

シニアURA
認定者

ＵＲＡ
業務経験
（3年以上）

URA業務
研修受講

＋ URA経験
（5年以上） プリンシパル

URA認定者

プリンシパル
URA
認定

• 平成２６年度から２７年度にかけ、試行的に研修を実施。１５０名
以上の能力向上に貢献。

• 平成２８年度には、「リサーチ・アドミニストレーター研修実施方
針」を策定することで、研修の本格実施に向けた基盤を構築

27

127
研究推進部 10名
国際部 5名
社会連携部 3名

…

医科学研究所 16名
工学家研究科 14名
生産技術研究所 9名

…

名

名 本部 部局
本部

部局

学
内
か
ら
育
成 学外から採用

• 「知識」、「経験」、「能力」に基づき、ＵＲＡ、シニア
ＵＲＡ、プリンシパルＵＲＡの３段階で認定

• 研修制度との組み合わせにより効果的にＵＲＡを育成

ＵＲＡ業務
の可視化

ＵＲＡ業務
の可視化

ＵＲＡ制度 ＵＲＡ制度

＜ＵＲＡ研修受講実績＞
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3-4. 本事業による本学の取組状況・達成状況
-ＵＲＡシステムの定着・運営の安定化に関する取組-

3-4. 本事業による本学の取組状況・達成状況
-ＵＲＡシステムの定着・運営の安定化に関する取組-

ＵＲＡの人事制度に関する基盤の構築
－専門的人材活用ワーキンググループ－

平成２７年度より、人事担当・財務担当等の関連部署と共に、ＵＲＡを始めとする専門的人材の枠組み
に関して検討を進めた。
（メンバー）
・大学執行役・副学長（座長）
・総長特任補佐、総長補佐
・部長（研究推進部、人事部、財務部、教育・学生支援部、国際部）
・課長（学術振興課、人事企画課、財務課、国際企画課）

本検討内容に基づき、平成２８年度に高度学術専門員及び高度学術専門職員として
新たな職に関する規則を制定
→ 平成２９年度より新たな人事制度開始

雇用ベースでのＵＲＡ整備

常勤ＵＲＡと特任ＵＲＡの分業体制

当初構想 育成ベースでのＵＲＡ整備現構想

研修制度・認定制度との連携による
一貫したＵＲＡ活用体制

ＵＲＡ研修

ＵＲＡ認定

ＵＲＡ人事

・ＵＲＡ業務に関する知識向上
・事例紹介による活躍イメージの醸成

・３段階の認定によるキャリア構築
・能力及び人材の可視化

・任期に縛られない長期的な雇用
・教員でも事務でもない「第３の職」
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3-5. 本事業による本学の取組状況・達成状況
-学内のガバナンス改革-

3-5. 本事業による本学の取組状況・達成状況
-学内のガバナンス改革-

ＵＲＡ制度推進体制

総長のリーダーシップに基づく、全学的な研究支援体制の構築

学術推進支援室

リサーチ・
アドミニストレーター

推進室
（ＵＲＡ推進室）

総長

総長室 全学に向けた
ＵＲＡ制度担当

研究担当理事を中心とした
ＵＲＡ制度構築体制

部局の枠を超えた
研究体制

部局の枠を超えた
研究体制

大型プロジェクト

連携研究機構

部局の特色に沿った
研究力強化

部局の特色に沿った
研究力強化

研究科・学部

全学センター

国際高等研究所

附置研究所

研究推進部

(~H28.3)

総合文化研究科
研究戦略室

工学系研究科
学術戦略室

宇宙線研究所
研究サポート室

生産技術研究所 リサーチ・マネジメント
・オフィス

各部局の研究戦略に則し、
ＵＲＡを配置した研究戦略部門を設置

他

物性研究所
研究戦略室

理学系研究科
研究支援総括室

医学部附属病院
TR戦略・推進室

カブリ数物連携宇宙研究機構
研究戦略室

教員 事務
本部
ＵＲＡ

室長
（研究担当理事・副学長）

副室長
（大学執行役・副学長）

（例）

参画

連携

連携

URA連絡会による
ネットワーキング

全学に向けた
学術戦略担当

部局との連携による
全学的な研究力強化

連携
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4-1. 本事業後による成果及び効果
-ＵＲＡ研修制度の枠組みの構築-

4-1. 本事業後による成果及び効果
-ＵＲＡ研修制度の枠組みの構築-

•開催日：平成27年8月4日実施

•参加人数：91名

基礎コース

研究戦略推進支援業務編

•開催日：平成27年10月28日実施

•参加人数：62名

基礎コース

プレアワード・ポストアワード業務編

•開催日：平成27年11月26日

•参加人数：63名

基礎コース

関連専門業務編

•開催日：平成27年6月29日

•参加人数：56名

応用コース

研究力評価分析編

•開催日：平成27年9月29日

•参加人数：28名

応用コース

研究プロジェクトマネジメント編

概要
全学の教職員を対象にＵＲＡ業務研修を年に５回開催
研究支援人材の能力およびＵＲＡに関する認知の向上に寄与

基礎コースではＵＲＡの業務に関して広範な内容にて講義
応用コースではより踏み込んだ内容を扱い、少人数でのグループワークを実施

内容

研究戦略推進支援業務編

研究プロジェクトマネジメント編
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4-2. 本事業後による成果及び効果
-国際共同研究の推進・情報発信-

4-2. 本事業後による成果及び効果
-国際共同研究の推進・情報発信-

【部局ＵＲＡによる活躍事例】【部局ＵＲＡによる活躍事例】

↑東大NYオフィス開所式の様子
（2015年11月6日）

○生産技術研究所：2014年6月にフランス、
リール市のCentre Oscar Lambret（癌セン
ター）病院内にラボSMMIL-Eを設置

・複数の機関が参加する複数研究プロジェクトの
ための拠点を構築

・本事業により採用した若手を含む研究者３名をラボ
へ滞在させ、国際共同研究を推進

・人的な交流、研究基盤の強化を行い、研究活動の
国際展開、本学の研究の国際化に資する取り組み

・部局URAが国際的な業務に従事、獲得した
海外大型プロジェクト資金のマネージング

→研究者の事務的業務負担減

○H27.11.6に医科学研究所、生産技術研究所がNYオフィスを開設

・各部局URAが協働して国際的な業務等を遂行、国際共同研究拠点の構築に尽力
・部局URA主導で海外企業を対象に定期的にセミナー開催、特筆すべき研究
プロジェクトについて情報発信・アピール→研究資金獲得の足がかりに

米国の大学、企業等との科学技術共同
研究の基盤構築

大学や研究所との
共同教育活動の推進

共同シンポジウム、セミナーの開催
本学と共同研究・協力を希望する研究者

への情報提供
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5-1. 本事業後のＵＲＡシステムの定着・運営
-実施方針、認定内規等の策定によるＵＲＡ制度整備の完遂-

5-1. 本事業後のＵＲＡシステムの定着・運営
-実施方針、認定内規等の策定によるＵＲＡ制度整備の完遂-

東京大学リサーチ・アドミニストレーター
制度に関する実施方針

東京大学ビジョン２０２０

：新たな価値創造に挑む学術の戦略的展開

ビジョン１：研究

アクション１：研究
① 国際的に卓越した研究拠点の拡充・創設
② 人文社会科学分野のさらなる活性化
③ 学術の多様性を支える基盤の強化
④ 研究時間の確保と教育研究活動の質向上
⑤ 研究者雇用制度の改革

基本方針に定める本学が講ずべき基本的な事項を踏
まえ、本学の研究力強化及び研究活動の質的向上に
向けたＵＲＡ制度の実施のための方針を制定

ＵＲＡの活躍により「知の協創の世界拠点」に
ふさわしい研究支援体制の構築へ

東京大学リサーチ・アドミニストレーターの
認定に関する内規

リサーチ・
アドミニストレーター

（ＵＲＡ）

シニア・リサーチ・
アドミニストレーター
（シニアＵＲＡ）

プリンシパル・リサーチ・
アドミニストレーター
（プリンシパルＵＲＡ）

URA業務について、原則として３年以
上の経験を有し、実務的な知識、応用
力を有すると認められる者

本学で認定されたURAとして、URA
業務について原則として５年以上の経
験を有する者、又は同等の経験を有す
ると認められる者であって、広範な知
識、経験に基づく高度な判断・対応能
力を有すると認められる者

本学で認定されたシニアURAの中でも
特に優れた専門性・知識・経験を有す
ると認められる者、又は同等の能力が
あると認められる者で、他のURAへの
管理能力も備えている者

（審査及び認定）
第３条 URAの認定は、審査を受けようとする教職員（採用予定者
を含む。）の申請に基づいて行うものとする。
２ 前項の申請については、前条の区分ごとに所定の申請書をURA
推進室長に提出するものとする。
３ URA推進室長は、毎年１回以上、URAの認定に関する審査を行
い、その結果を総長に報告しなければならない。
４ 総長は、前項のURA推進室長の審査結果の報告を踏まえ、URA
の認定を行う。
５ URAの認定の申請及び審査について必要な事項は、URA推進室
長が別に定める。

総長
裁定

役員会
議決

役員会
議決

●総長のリーダーシップ

●３段階のＵＲＡ認定

ＵＲＡ制度
本格化に向けた
４つの方針

ＵＲＡ制度の運用体制の構築

ＵＲＡの雇用制度の確立

ＵＲＡの本学での定義策定

ＵＲＡの認定・研修実施
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ＵＲＡの研修・認定

ＵＲＡ シニア
ＵＲＡ

認 定 運 用

申
請
・
審
査

研
修
実
施

研
修
実
施

Ｕ
Ｒ
Ａ
認
定
審
査

シ
ニ
ア
認
定
審
査

認
定
証
授
与

認
定
証
授
与

3年間
5年間

部 局

本 部

本部と部局が連携し、
戦略的・計画的にＵＲＡが活躍

連携研究機構

研究科 附置研 センター等

大型プロジェクト等

ＵＲＡ
候補者

部局で活躍

○申請・審査・認定の流れ
◇申請 ： 所属長の推薦に基づき、部局単位で申請
◇審査 ： 書類審査・面接審査
◇認定 ： 年２回実施、総長の承認のもと所属長へ通知

申
請
・
審
査

認
定

認
定

ＵＲＡ

ＵＲＡＵＲＡ

シニア
ＵＲＡ

研究戦略室

シニア
ＵＲＡ

プロジェクト

シニア
ＵＲＡ


